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(57)【要約】
【課題】配送伝票が配送物に貼付された状態で、配送伝
票に記載された配送情報を自由に読み取ることができな
いようにした配送伝票を提供する。
【解決手段】三方が閉じられた長方形の袋の内側に複数
の伝票が一端を綴じられた状態で内包され、それぞれの
伝票は袋の閉じていない一辺から伝票の一部を切り離し
可能に表出した配送伝票であって、袋の表面には部分的
に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤によってブラ
インド伝票が貼り合わされ、ブラインド伝票の上部には
、さらに、袋と略同一形状の最上伝票が一端を綴じられ
た状態で貼付され、最上伝票及びブラインド伝票の表出
面以外の伝票の表面は、最上伝票に記載された配送情報
が複写される複写構造になっている配送伝票を提供する
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
三方が閉じられた長方形の袋の内側に複数の伝票が一端を綴じられた状態で内包され、そ
れぞれの伝票が袋の閉じていない一辺から伝票の一部を切り離し可能に表出した配送伝票
であって、
　袋の表面には部分的に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤によってブラインド伝票
が貼り合わされ、
　ブラインド伝票の上部には、さらに、袋と略同一形状の最上伝票が一端を綴じられた状
態で貼付され、
　最上伝票及びブラインド伝票の表出面以外の伝票の表面は、最上伝票に記載された配送
情報が複写される複写構造になっていることを特徴とする配送伝票。
【請求項２】
請求項１に記載の配送伝票において、
　複写構造は、複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたプリントカーボンが一部転
写されることにより複写されることを特徴とする配送伝票。
【請求項３】
請求項１に記載の配送伝票において、
　複写構造は、複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたカプセル内の発色剤と複写
される伝票の表面に形成された顕色剤により複写されることを特徴とする配送伝票。
【請求項４】
請求項１に記載の配送伝票において、
　複写構造は、複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたプリントカーボンが一部転
写されることによる複写、および、複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたカプセ
ル内の発色剤と複写される伝票の表面に形成された顕色剤による複写の組み合わせにより
複写されることを特徴とする配送伝票。
【請求項５】
請求項１～４何れかに記載の配送伝票において、
　ブラインド伝票には、最上伝票に表示された伝票管理コードと同一の管理コードが表示
されたことを特徴とする配送伝票。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配送伝票に関し、詳しくは、配送伝票が配送物に貼付された状態で、配送伝
票に記載された配送情報を自由に読み取ることができないようにした配送伝票に関する。
【背景技術】
【０００２】
　配送物に貼付されて使用される複写伝票（以下、配送伝票という）の多くは、送り主（
依頼主ともいう）控，売上票，袋表紙の貼付票，袋の中に収納された受取人（届け先とも
いう）控，配達票，貼付台紙（袋裏紙）で構成されている。
　送り主控と売上票の間に、取り扱い店控が綴じ合わされる場合もある。
　また、配送伝票の袋を形成している袋裏紙の外側の面には、全面、または、一部に粘着
剤が塗布されていて、粘着剤面を保護するために剥離紙が貼り合わされている。
　配送物が届け先に届けられると、配送伝票の袋内に収納された配達票が抜き取られて、
配送者控えとして回収される。
　そこで、複数枚の配送票が綴じ合わされ、複写記入可能に構成された配送伝票において
、貼付票と配達票等の配送票が、配送途中で配送物の表面で一体性を保つとともに、必要
時には配達票等の配送票を貼付票から剥離して使用可能とし、取り扱いを容易にする配送
伝票が提供されている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載された配送伝票は、配送物に貼付された配送伝票が配送途中でばらば
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らにならないように配送伝票を剥離可能な接着剤で端部を固定したものである。
【０００３】
　前述の配送伝票を含め多くの配送伝票は、配送物が配送者に回収されるまでは配送伝票
に記載された配送情報が第三者に自由に覗き見される構造になっている。
【０００４】
【特許文献１】特開平７－２１４９４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明は、配送伝票が配送物に貼付された状態で、配送伝票に記載された配送情
報を自由に読み取ることができないようにした配送伝票を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題の目的を達成するために、本発明の配送伝票の第一の態様は、三方が閉じられ
た長方形の袋の内側に複数の伝票が一端を綴じられた状態で内包され、それぞれの伝票は
袋の閉じていない一辺から伝票の一部を切り離し可能に表出した配送伝票であって、袋の
表面には部分的に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤によってブラインド伝票が貼り
合わされ、ブラインド伝票の上部には、さらに、袋と略同一形状の最上伝票が一端を綴じ
られた状態で貼付され、最上伝票及びブラインド伝票の表出面以外の伝票の表面は、最上
伝票に記載された配送情報が複写される複写構造になっていることを特徴とするものであ
る。
【０００７】
　また、第二の態様は、第一の態様において、複写構造は、複写される伝票の上部伝票の
裏面に形成されたプリントカーボンが一部転写されることにより複写されることを特徴と
するものである。
【０００８】
　また、第三の態様は、第一の態様において、複写構造は、複写される伝票の上部伝票の
裏面に形成されたカプセル内の発色剤と複写される伝票の表面に形成された顕色剤により
複写されることを特徴とするものである。
【０００９】
　また、第四の態様は、第一の態様において、複写構造は、複写される伝票の上部伝票の
裏面に形成されたプリントカーボンが一部転写されることによる複写、および、複写され
る伝票の上部伝票の裏面に形成されたカプセル内の発色剤と複写される伝票の表面に形成
された顕色剤による複写の組み合わせにより複写されることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、第五の態様は、第一～第四何れかの態様において、ブラインド伝票には、最上伝
票に表示された伝票管理コードと同一の管理コードが表示されたことを特徴とするもので
ある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の配送伝票によって、次のような効果が期待できる。
　１）第一～第四の態様のように、三方が閉じられた長方形の袋の内側に複数の伝票が一
端を綴じられた状態で内包され、それぞれの伝票は袋の閉じていない一辺から伝票の一部
を切り離し可能に表出した配送伝票であって、袋の表面には部分的に形成された剥離可能
再貼付不能な接着剤によってブラインド伝票が貼り合わされ、ブラインド伝票の上部には
、さらに、袋と略同一形状の最上伝票が一端を綴じられた状態で貼付され、最上伝票及び
ブラインド伝票の表出面以外の伝票の表面は、最上伝票に記載された配送情報が複写され
る複写構造（複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたプリントカーボンが一部転写
されることにより複写される構造，複写される伝票の上部伝票の裏面に形成されたカプセ
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ル内の発色剤と複写される伝票の表面に形成された顕色剤により複写される構造、または
、前記二つの構造の組み合わせ構造）になっていることによって、配送伝票が配送物に貼
付された状態で、配送伝票に記載された配送情報を第三者が自由に読み取ることができな
い。
　また、ブラインド伝票は袋の表面に部分的に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤に
よって貼り合わされているために、袋表紙の貼付票を破損することなく剥ぎ取ることがで
きる。
　また、ブラインド伝票は袋の表面に部分的に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤に
よって貼り合わされているために、剥がした後は再貼付することができず、覗き見された
場合はその事が明確に判別でき、対策が講じ易くなる。
　２）また、第五の態様のように、第一～第四何れかの態様において、ブラインド伝票に
は、最上伝票に表示された伝票管理コードと同一の管理コードが表示されたことによって
、ブラインド伝票を取扱い店控などとして利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の配送伝票について詳細に説明する。
　図１は、本発明の配送伝票について説明するための図，図２は、配送伝票の断面につい
て説明するための図，図３は、従来の配送伝票の一例について説明するための図，図４は
、本発明の配送伝票を配送物に貼付した状態の一例について説明するための図，図５は、
従来の配送伝票を配送物に貼付した状態の一例について説明するための図，である。
【００１３】
　図１を参照して、本発明の配送伝票について説明する。
　本発明の配送伝票１は、三方が閉じられた長方形の袋の内側に複数の伝票が一端を綴じ
られた状態で内包され、それぞれの伝票は袋の閉じていない一辺から伝票の一部を切り離
し可能に表出し、袋の表面には部分的に形成された剥離可能再貼付不能な接着剤（以下、
擬似接着剤ともいう）４によってブラインド伝票１２が貼り合わされ、ブラインド伝票１
２の上部には、さらに、袋と略同一形状の最上伝票１１が一端を綴じられた状態で貼付さ
れている。
　最上伝票及びブラインド伝票の表出面以外の伝票の表面は、後述するように最上伝票に
記載された配送情報が複写される複写構造になっている
【００１４】
　図示しないが接着剤によって三方が閉じられた長方形の袋の内側には、売上票，受取人
控，配達票などで構成される袋中伝票１６が内包されている。
　売上表は、袋の外側に形成される場合も有る。
　前記それぞれの伝票は、袋の閉じていない一辺（図の右側開口辺）から伝票の一部が表
出しており、伝票の表出部を外側に引っ張ると、ミシン目状の切り込みが形成された切り
離し部９で切り離すことができるようになっている。
　袋の表面紙片は袋表伝票１３になっていて、多くの伝票では、配送物への「貼付票」に
なっている。
　また、袋の裏側は袋裏紙１７になっていて、図示しないが、袋裏紙１７の表出面には配
送物に貼付するための粘着剤が塗布され、配送物に貼付される前は、粘着剤を保護するた
めの剥離紙が貼り合わされている。
　最上伝票１１，ブラインド伝票１２，袋表伝票１３，図示しないが、袋中伝票１４，袋
中伝票１５，袋中伝票１６（以下、袋中伝票１４、１５を含め単に「袋中伝票１６」とい
う），袋裏紙１７は、強接着部３で剥離不能な接着剤により綴じ合わされている。
【００１５】
　最上伝票１１，ブラインド伝票１２，袋表伝票１３，袋中伝票１６には、バーコードな
どによる伝票管理コード２が表示されている。配送物の追跡は、この伝票管理コード２に
よって行われる。ブラインド伝票１２が取扱店の控などに利用されない場合は、ブライン
ド伝票１２にはこの伝票管理コード２は表示されない。
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　また、最上部とブラインド伝票の切り離し部９は、伝票の紙の表面を破壊して引き剥が
すことができるため、形成しない場合もある。
【００１６】
　ブラインド伝票を除く各伝票には、受取人情報記載欄１１１（又は受取人情報表示欄）
，送り主情報記載欄１１２（又は送り主情報表示欄）が印刷によって設けられている。
　図示しないが、受取人情報記載欄１１１の右側には、問い合わせ伝票番号や、配送品の
情報などを記載する欄が設けられている。
　これら、受取人情報記載欄１１１，送り主情報記載欄１１２，問い合わせ伝票番号，配
送品の情報などはひっくるめて配送情報ともいう。
【００１７】
　図２を参照して、配送伝票の断面について説明する。
　図２に示す断面は、配送伝票１が配送品８に貼付された状態の断面を示している。
　配送伝票１は、最上伝票１１，ブラインド伝票１２，袋表伝票１３，袋中伝票（図示し
ないが、１４，１５を含）１６，袋裏紙１７で構成され、袋裏紙１７の表出面には配送物
８に貼付するための粘着剤６が形成され、配送物８に貼付される前は、粘着剤６を保護す
るための剥離紙（図示せず）が貼付されている。
　袋表伝票１３から袋裏紙１７までの袋構造部７には、袋中伝票１６が内包されている。
【００１８】
　前記最上伝票１１，ブラインド伝票１２，袋表伝票１３，袋中伝票１６には切り離し部
９が、ミシン目状切り込みなどによって形成されている。
　また、ブラインド伝票１２の裏面にには、プリントカーボンなどによる複写構造１１５
が複写を必要とする部分に形成されている。袋表伝票１３，図示しないが、袋中伝票１４
，１５にも、ブラインド伝票１２同様、裏面にプリントカーボンなどによる複写構造が複
写を必要とする部分に形成されている。
　複写構造部は、複写情報が表示される伝票の上部の伝票の裏面に形成されたプリントカ
ーボン，発色剤カプセル又はこれらの組み合わせによって構成され、複写構造部が発色剤
カプセルで構成された場合は、対向する伝票上に顕色剤層が形成される。
　また、ブラインド伝票１２は、図の左端が接着剤３によって綴じ合わされ、右端部分が
擬似接着剤４によって貼りあわされていて袋表伝票１３に複写された配送情報を覗き見で
きない状態になっている。
【００１９】
　図でわかるように、最上伝票１１に記載された配送情報は、ブラインド伝票１２には複
写されないが、ブラインド伝票１２の下に組み込まれている袋表伝票１３，袋中伝票１６
にはそれぞれ複写構造によって複写される。
【００２０】
　図４を参照して、本発明の配送伝票を配送物に貼付した状態の一例について説明する。
　図４は、本発明の配送伝票１の最上伝票（図示せず）の受取人情報記載欄，送り主情報
記載欄に配送情報が記載され、最上伝票が送り主に控として渡され、配送伝票１から剥離
紙（図示せず）が剥がされ、配送伝票１が配送物８に貼付された状態の一例について図示
したものである。
　図４で判るように、ブラインド伝票１２の受取人情報表示欄１２１，送り主情報表示欄
１２２には配送情報が表示されず、配送伝票の最上部の伝票、ブラインド伝票１２には伝
票管理コード２だけが目視できる状態になっている。
　配送物８が、回収されると、ブラインド伝票１２は、擬似接着部４で剥がされて取り扱
い店控として店側に渡され、，袋表伝票１３が露出された状態になる。
　回収された配送物は、露出された配送情報によって受取人に届けられる。
【００２１】
　図３、図５を参照して、従来の配送伝票と、従来の配送伝票を配送物に貼付した状態の
一例について説明する。
　配送伝票１０は、三方が閉じられた長方形の袋の内側に複数の伝票が一端を綴じられた
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状態で内包され、それぞれの伝票は袋の閉じていない一辺から伝票の一部を切り離し可能
に表出し、袋表伝票１２０の上には袋と略同一形状の最上伝票１１０が接着剤３０で一端
を綴じられた状態で貼付されている。
　袋表伝票１２０及び袋中伝票１５０の表面には、最上伝票に記載された配送情報が複写
されて表示される。
【００２２】
　図示しないが接着剤によって三方が閉じられた長方形の袋の内側には、売上票，受取人
控，配達票などで構成される袋中伝票１５０が内包されている。売上表は、袋の外側に形
成される場合もある。
　前記それぞれの伝票は、袋の閉じられていない一辺（図の右側開口辺）から伝票の一部
が表出しており、伝票の表出部を外側に引っ張ると、ミシン目状の切り込みが形成された
切り離し部で切り離すことができるようになっている。
　袋表伝票１３は多くの伝票では、配送物への「貼付票」になっている。
　また、袋の裏側は袋裏紙１６０になっていて、図示しないが、袋裏紙１６０の表出面に
は配送物に貼付するための粘着剤が形成され、配送物に貼付される前は、粘着剤を保護す
るための剥離紙が貼り合わされている。
　最上伝票１１０，袋表伝票１２０，袋中伝票１５０，袋裏紙１６０は、強接着部３０で
、剥離不能な接着剤により綴じ合わされている。
【００２３】
　最上伝票１１０，袋表伝票１２０，袋中伝票１５０には、バーコードなどによる伝票管
理コード２０が表示されている。
　最上伝票１１０には、受取人情報記載欄１１１０，送り主情報記載欄１１２０が印刷に
よって設けられている。
　図示しないが、受取人情報記載欄１１１０の右側には、問い合わせ伝票番号や、配送品
の情報などを記載する欄が設けられている。
【００２４】
　配送伝票１０の最上伝票１１０の受取人情報記載欄１１１０，送り主情報記載欄１１２
０に配送情報が記載され、最上伝票１１０が送り主に控として渡され、配送伝票１０から
剥離紙（図示せず）が剥がされ、配送物に貼付される。
　図５は、従来の配送伝票１０が配送物８０に貼付された状態の一例を示している。
　図５で判るように、受取人情報表示欄１２１０，送り主情報表示欄１２２０には配送情
報が表示され、配送情報を容易に読み取ることができる状態になっている。
【００２５】
　　　（材料）
　図２を参照して本発明の配送伝票に使用される材料の一例について説明する。
　下記の材料に拘るものではなく、製造設備に合せて自由に選択することができる。
　最上伝票１１には複写用紙を使用する。
　ブラインド伝票１２，袋表伝票１３，袋中伝票１６にはプリントカーボンなどが印刷さ
れる複写用紙、または、ノーカーボン紙を使用する。
　袋表伝票１３には、耐水紙又は合成紙を使用する場合もある。
　袋表伝票１３に耐水紙や、合成紙を使用する場合は、裏側にプリントカーボンによる複
写構造部を形成する。
　袋裏紙１７には、ロール紙として市販されている粘着紙を使用する。市販されている粘
着紙を選択する際にリワインドに耐える薄い剥離紙を使用した粘着紙を選択する。
　印刷インキおよび、プリントカーボンインキは市販の材料を使用する。
【００２６】
　強接着部３に使用する接着剤には、市販されている澱粉系，酢酸ビニル系，ＥＶＡ系，
ポリウレタン系，ポリビニルアルコール系，アクリル系その他から選択して使用する。
　剥離可能再貼付不能な接着剤（擬似接着剤）は、熱可塑性樹脂による接着剤層と剥離層
からなる構造、親展はがきで使用されるゴム系接着主剤中に微粒子を添加した擬似接着剤
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が片面ないし両面に設けられた構造などの各種公知の擬似接着構造を利用する。
　剥離剤を使用する場合は、紫外線硬化型オフセットインキにシリコーンオイルを添加し
たものや、シリコーンアクリレートを添加したものを使用する。オフセットインキ以外に
、通常の白金触媒を利用する熱硬化型剥離インキを使用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の配送伝票は、コンビニエンスストアなどで取り扱われる配送物の配送伝票とし
て利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の配送伝票について説明するための図である。
【図２】配送伝票の断面について説明するための図である。
【図３】従来の配送伝票の一例について説明するための図である。
【図４】本発明の配送伝票を配送物に貼付した状態の一例について説明するための図であ
る。
【図５】従来の配送伝票を配送物に貼付した状態の一例について説明するための図である
。
【符号の説明】
【００２９】
　１，１０　配送伝票
　２，２０　伝票管理コード
　３，３０　強接着部
　４　　　剥離可能再貼付不能接着剤，擬似接着剤
　６　　　粘着剤
　７　　　袋構造部
　８，８０　配送物
　９　　　切り離し部
　１１，１１０　最上伝票
　１２　　ブラインド伝票
　１３，１２０　袋表伝票，貼付票
　１６，１５０　袋中伝票
　１７，１６０　袋裏紙
　１１１，１１１０　最上部受取人情報記載欄
　１１２，１１２０　最上部送り主情報記載欄
　１１５　複写構造
　１２１　ブラインド伝票の受取人情報表示欄
　１２２　ブラインド伝票の送り主情報表示欄
　１２１０　従来の配送伝票の受取人情報表示欄
　１２２０　従来の配送伝票の送り主情報表示欄
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